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研究成果の概要（和文）：本研究では、性犯罪者に対する再犯防止対策について、諸外国の対策

を調査、分析することで、そこにおける意義と問題点を考察し、わが国における性犯罪対策の

今後の展望を検討した。諸外国の制度としては主に、アメリカ、カナダ、イギリス、スペイン、

韓国の制度を考察し、比較検討した。これらの国々の性犯罪前歴者対策は、性犯罪前歴者を徹

底的に監視し、その情報を地域社会等に通知、公開するもの（アメリカ、韓国）と、性犯罪前

歴者の地域社会への再統合プログラムを充実させることで再犯率を低下させようとするもの

（カナダ）、性犯罪者情報を被害者や学校関係者等に限定的に通知し、適切な監視監督を図ろう

とするもの（イギリス）等に分類されることができた。本研究ではこれらそれぞれの対策の意

義と問題点を明らかにし、わが国の性犯罪者対策がどのような方向に進むべきかを考察したも

のである。ところで、わが国においては、2009 年 5 月より導入されている裁判員制度がとく

に性犯罪事件において大きな影響を及ぼしており、わが国の性犯罪対策にこの制度が今後与え

得る影響についても考察を行った。 

 
研究成果の概要（英文）：In this research project, I have researched and analyzed recidivism 

prevention approaches in other countries, such as USA, Canada, UK, Spain and South 

Korea. There, I have analyzed significances and issues to be solved in those approaches. By 

doing so, I have tried to point out what the criminal justice policy for sex offenders in Japan 

would be able to learn from those approaches. The approaches in those countries can be 

categorized as; throughout supervision in community and exclusive approaches (USA, 

South Korea), providing re-integrative programs in community (Canada), and providing 

information of released sex offenders only to certain group of people/organization such as 

schools (UK). In this research project, I have tried to analyze to which direction the 

criminal justice policy for sex offenders in Japan would proceed in the future. Also, as the 

Lay Judge System (introduced in May 2009) has been giving a great impact on sentencing 

for sex crime cases, I analyzed possible implications of the system to change the criminal 

justice policy for sex offenders in the future. 
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１．研究開始当初の背景 

 児童を被害者とする性犯罪は他の犯罪と
比べても、社会の耳目を大きく集め、その結
果として加害者に対する厳罰化と徹底した
犯罪防止対策への要求が起こる。わが国でも
2004年 11月に奈良県で発生した「小学生女
児誘拐殺害事件」をきっかけに、性犯罪者対
策の大きな見直しが行われた。 

このように性犯罪者対策の大改革が行われ
たが一方で、わが国では従来、性犯罪者の再
犯率やその防止についての研究が充分に行
われていたとは言えない状況にあった。 

 このような背景から、本研究では諸外国の
性犯罪者対策を調査検討し、その意義と課題
を考察することで、わが国における性犯罪対
策が今後どのように展開すべきかについて
一指針を示そうとしたものである。 

 

２．研究の目的 

本課題研究ではまず、上述の「小学生女児
殺害事件」をきっかけとして開始された、わ
が国の様々な性犯罪者対策を調査、分析し、
そこにおける課題を考察することを目的と
した。その過程で、諸外国の性犯罪者対策を
調査し、そこにおける課題を考察することで、
わが国の性犯罪者対策が今後どのような方
向に進むべきかについて何らかの提言を行
うことを大きな目的とした。 

 

３．研究の方法 

 研究の方法としては、まずは諸外国の性犯
罪前歴者対策を検討した。本研究で調査を行
った対象国としては、米国、カナダ、イギリ
ス、スペインなどが挙げられる。 

 これらの対策の中でもとくに、米国が性犯
罪者の再犯防止対策として 1996 年頃より採
用している、性犯罪前歴者情報公開を定めた
法律（通称メーガン法）に焦点をあてた。こ
のメーガン法はすでに米国の連邦最高裁判
所で合憲の判断が出ているが、そこにおける
法律上の争点や判例の分析をまずは行った。
また、このメーガン法の再犯防止効果と、情
報を登録、公開されている性犯罪者が地域社
会でどのように社会復帰をはかっていくの
かについて、米国オレゴン州のクラマス・フ
ォールズ郡保護観察所を訪問し、GPS装置等
の監視方法を採用した性犯罪者に対する社
会内処遇を調査した。 

また、スペインの性犯罪者専門の刑事施設
を訪問し、性犯罪者に対する施設内処遇につ
いても情報を入手することができた。 

更に、イギリスにおいては、いわゆる「サ 

ラ法プロジェクト」のもとで、性犯罪前歴
者の情報を、学校やボーイスカウト団体な
ど、子どもの安全に関係する団体に限定し
て通知しているが、情報の通知の対象を拡
大すべきであるとする議論も近年起こって
いる。イギリス調査時には、このサラ法プ
ロジェクトの内容を詳しく調査するととも
に、性犯罪者の徹底的な監視に対する社会
の要望が英国の性犯罪者対策にどのような
影響を及ぼし得るのかを考察できた。 
 また、カナダにおいては、カナダ矯正局
と連携して民間団体「支援と責任のサーク
ル（Circle of Support and Accountability, 
CoSA）」が行っている性犯罪前歴者に対す
る社会再統合プログラムを訪問調査した。
ここでは、出所後の性犯罪者に対して数人
のボランティアによる友だち活動が行われ、
性犯罪者の地域社社会でのサポートが行わ
れており、性犯罪者とボランティアが参加
し定期的に行われるミーティングである
「サークル」を参与観察した。また、この
活動を支える CoSA職員である、コーディ
ネーターやヴォランティアをインタビュー
し、CoSAの活動を詳しく調査した。 
 ところで、この CoSA活動はカナダだけ
でなく、米国、英国、オーストラリア等に
拡がっており、上記英国調査時には英国で
の CoSAを訪問し、ディレクターから話を
伺った。 
 また、性犯罪者対策を研究するうえでは、
加害者対策だけでなく性犯罪被害者支援に
ついても検討する必要があると考え、わが
国においても性犯罪被害者当事者であり、
その経験から被害者支援を行っている人々
にインタビューを行った。海外の性犯罪被
害者対策については、イギリスやカナダの
プログラムを訪問調査した。 
 一方、わが国の性犯罪対策については、
刑事施設における「性犯罪者処遇プログラ
ム」について専門的知識を有する専門家へ
のインタビュー、保護観察所における「性
犯罪者処遇プログラム」については保護観
察官へのインタビューを行うことで、これ
らのプログラムの現状と課題を考察した。 
 また、性犯罪者の再犯防止については民
間団体の協力も必要となるが、本課題研究
では、性犯罪者治療プログラムを提供する
民間施設 2ヶ所を調査し、その専門家への
インタビューを行った。 
 さらに、本課題研究を行う中で、2009
年 5月より開始された裁判員制度において
は性犯罪事件の量刑に顕著な厳罰化傾向が



見られることから、性犯罪事件の裁判員裁
判を傍聴し、その弁護人等にインタビュー
を行った。 
 
４．研究成果 
 
（1）本課題研究の成果としてはまず、2005
年以降に開始されたわが国の性犯罪者対策
について調査し、その内容について詳細に検
討したことが挙げられる。これらの対策は、
具体的には刑事施設における「性犯罪者処遇
プログラム」、保護観察所が実施する、保護
観察中の性犯罪者（仮釈放者、執行猶予者）
に対する特別遵守事項としての「性犯罪者処
遇プログラム」、そして 13歳未満の児童を対
象とした性犯罪事件を起こした加害者が刑
事施設からの出所後の居住地情報を警察が
一定期間確認する「居住地確認制度」が挙げ
られる。本課題研究ではまずはこれらの制度
における考え得る効果と課題を考察し、下記
に挙げる諸外国の性犯罪者対策と比較、考察
することで、わが国の性犯罪対策はどのよう
に評価できるのかについて考察を行った。 
 
（2）諸外国の様々な性犯罪対策について海
外調査を行うことで、これらの対策を検討し
た。米国のメーガン法やアダム・ウォルシュ
子どもの安全と保護法等のもとで行われて
いる性犯罪前歴者の徹底した監視対策につ
いては、その法律の現実的機能や性犯罪者の
情報をどのように管理し、運営して行くのか
という大きな課題があるように思われる。と
ころで米国ではこのように徹底的な監視体
制をとる一方で、性犯罪前歴者の社会復帰に
向けた様々な民間プログラムが用意されて
いるところに大きな特徴があった。 
 一方、性犯罪前歴者の社会再統合に焦点を
当てたカナダの CoSA については再犯率の低
下において非常に大きな効果を挙げている
ことが調査で分かった。 
 さらに、上記両国の中間に位置すると思わ
れる英国の「サラ法プロジェクト」のもとで
の性犯罪前歴者の監視監督は性犯罪者情報
の通知対象を限定することで、性犯罪前歴者
の権利の保護と社会防衛の両方の均衡を保
とうとしてきたが、調査時（2010年 3月）に
おいては通知対象の拡大を地域を限定して
ではあるが実験的に試みることが既に始ま
っていた。本課題研究ではこの動向の背景を
検討し、国民からの要望がいかに性犯罪対策
に影響を与え得るかについて考察を行うこ
とができた。 
 
（3）性犯罪被害者支援体制についても諸外
国とわが国のものについて調査を行った。具
体的には性犯罪被害経験者やその支援者へ
のインタビューを行った。また海外調査につ

いては、米国やカナダ、英国の性犯罪被害支
援団体等を訪問しインタビューを行った。わ
が国の性犯罪被害者支援制度と諸外国のそ
れを比較するに大きな違いは、公的機関と民
間の支援団体と連携が諸外国においては非
常に発達していることが挙げられる。 
  
 
（4）本研究の研究成果は本研究期間におい
て随時、論文や学会報告というかたちで発表
した。とくに本研究課題に関連した学会報告
を国際学会において 9件行えたことは成果と
して大きかったと考える。これらの報告にお
いては、日本以外の国の参加者からコメント
等を多く受けることができ、今後本研究を発
展させ、海外の学術雑誌等への論文投稿につ
なげたいと考える。 
 
（5）また、研究成果を社会に還元すること
を目的として、一般公開の研究会を開催した。
これらの研究会においてはわが国の性犯罪
被害当事者を招聘し、わが国の性犯罪被害者
支援の課題を考察した。また、米国において
児童虐待被害者の司法面接を実践、研究する、
研究者と実務家を 1名ずつ招聘し、性犯罪や
性的虐待を防止するうえで被害者から効果
的に話をどのように聞くかについて考察す
る機会を得た。 
 
（6）また、本研究を行う過程で 2009年 5月
より裁判員制度が開始されたが、性犯罪事件
の審理においてとくにこの制度の影響が強
く表れていると指摘できる。この点について
は本課題研究申請時よりある程度は予想し
ていたものの、予想を大きく上回る影響がみ
られており、本課題研究においてもとくに
2009年度以降は、裁判員制度がわが国の性犯
罪対策に与え得る影響について考察すると
いう新たなテーマを加えることができた。裁
判員制度の影響については 2011 年度より新
たな科学研究費補助金研究として遂行する
ことができ、本課題研究の成果を発展させる
かたちで研究を進めていきたいと考えてい
る。 
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